
区分

（公）＝公立、（私）＝私立、
（指）＝指定管理者による運営

保＝保育園、幼＝幼稚園、こ＝こども園

利用料（＊）

３歳～５歳児
０歳～２歳児

（住民税非課税世帯）
申請先

認可保育所
（公）勝間田保、坂部保、萩間保

 　　 地頭方保、菅山保、牧之原保

 （指）静波保、細江保、あおぞら保

 （私）相良保

　　　　　　　　　　　　　 など

無償 無償

申請不要

認定こども園
（私）川崎幼、みのり幼、すすき幼

 （公）相良こ

　　　　　　　　　　　　　 など

無償 無償

小規模保育施設
（私）mamaはぁと、木華保 　　など

― 無償

幼稚園

新制度対象園
（公）地頭方幼　　 など

無償 ―

新制度未移行園
（私）ふたば幼　　 など

月２万5,700円まで ―

さざんか
子ども子育て課

窓口

☎0075

幼稚園預かり保育
（上記幼稚園、認定こども園で実施）

月１万1,300円まで ―

認可外保育施設
（認可保育所や認定こども園が利用でき

 ない場合）

月３万7,000円まで 月４万2,000円まで

事業所内保育　　　　　　 など 無償 無償

区分

税率

自家用

営業用令和元年10月１日～
令和２年９月30日に
取得したもの

令和２年10月１日
以降に取得したもの

電気軽自動車

天然ガス軽自動車

（平成21年排出ガス規制からＮОx10％低減達成または
　平成30年排出ガス規制適合）

非課税

非課税 非課税

ガソリン車

＊ハイブリッド車
　を含む

平成17年排出ガス基準
75％低減達成車

または

平成30年排出ガス基準
50％低減達成車
（★★★★）

令和２年度
燃費基準＋20％
達成車

令和２年度
燃費基準＋10％
達成車

令和２年度
燃費基準達成車

１％ 0.5％

平成27年度
燃費基準＋10％
達成車 １％ ２％

１％

上記以外 ２％


